
 

 

 

 

報告第２２号 

   地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された損害賠償額の決定の専

決処分をしたことの報告について 

 上記の報告をする。 

  令和２年１１月１６日 

提出者 杉並区長   田  中    良 

 

      地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された損害賠償額の決定の 

      専決処分をしたことの報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により指定された

損害賠償額の決定について、下記のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告する。 

記 

番

号 
相 手 概  要 

賠 償 金 額 

専 決 処 分 日 

１ 

杉並区桃井 

二丁目在住 

個人 

事故日：令和元年１０月２６日 

場 所：杉並区上井草二丁目 

 

・交差点を渡ろうとした被害者

が、残置されていたポストコーン

の台座につまずいて転倒し、肩を

負傷した。 

（都市整備部） 

１６２，４９２円 

 

令和２年８月１２日 

  

２ 

杉並区高円寺南 

三丁目所在 

法人 

事故日：令和２年６月１７日 

場 所：杉並区阿佐谷南三丁目 

 

・済美養護学校に通う児童が、登

校中にスクールバスの窓ガラスを

破損させた。 

（教育委員会事務局） 

１８１，５００円 

令和２年８月１８日 

 


